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一般社団法人日本損害保険協会 東北支部 

秋田県警へ「自然災害に便乗した悪質商法の 

注意喚起チラシ」を贈呈しました 
 日本損害保険協会東北支部秋田損保会（会長：阪口 達彦・あいおいニッセイ同和損害保険株式会社秋田

支店長）では、秋田県警と連携し「自然災害に便乗した悪質商法の注意喚起チラシ」を作成し、1月24日（水）

に生活安全部へ贈呈しました。 

 

大雨や大雪、地震などの自然災害後には、「保険が使える」と言って住宅修理を勧誘する業者や保険金の請

求を代行する業者とのトラブルが増加することから、当協会では注意を呼び掛けています。秋田県において

は、昨年・一昨年と続いた大雨災害の際に、保険に関するトラブルのほか、次のようなケースも生じており、

県民の安心が脅かされています。 

・「公的機関からの依頼で床下の消毒をして回っている。」という業者が訪問する。 

・「使えなくなった家具などを回収する。」などと言って業者が訪問し、トラック等に家具などを積み込ん 

だ後で高額な費用を請求する。 

・公的機関やボランティア団体等を名乗る者が訪問し、義援金を集める。 

 

当協会と秋田県警は、6 月 23 日に「『地域の安全・安心』に関する協定」を締結しています。本協定に基

づき、このほど、秋田県版の注意喚起チラシを作成することとなりました。1月24日（水）に行われた贈呈

式では、秋田損保会 阪口 達彦 会長から秋田県警察本部生活安全部の 荻原 勲 部長にチラシが贈呈される

とともに、悪質商法への対応について意見交換を行いました。 

 

 荻原部長からは、「秋田県内では、大雨災害などが続いており、トラブルも増えてきている。本チラシを県

内各署において活用し、注意喚起を図っていきたい。」とのコメントがありました。また、阪口会長からは、

「損保業界の取り組みだけでは十分でないことから、県警の皆様と協力し取り組んでいきたい」として、今

後の連携について依頼がありました。 

 

 今後も、本協定に基づき、県民の皆様の安全・安心のために、県警等と連携し取り組んでまいります。 

 

       

 

 

 

 

 

贈呈の様子 

（左：阪口会長、右：萩原部長） 

意見交換の様子 

（左：萩原部長、右：阪口会長） 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チラシの PDF は以下からご覧いただけます。 

https://www.sonpo.or.jp/news/branch/tohoku/2023/pdf/2401_chirashi_akita_02.pdf 

 

以 上 

    

チラシ裏面 チラシ表面 

https://www.sonpo.or.jp/news/branch/tohoku/2023/pdf/2401_chirashi_akita_02.pdf

